
 

 

 

 

 

 

 

 

特定間伐等の実施の促進に関する基本方針 
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本基本方針は、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法（平成 20 年法律第

32 号。以下単に「法」という。）第４条第１項の規定により、福島県内の森林（森林

法（昭和 26 年法律第 249 号）第２条第１項に規定する森林をいう。以下同じ。）の間

伐又は造林で平成 32 年度までの間に行われるものであって、種穂（林業種苗法（昭和

45 年法律第 89 号）第３条第１項に規定する種穂をいう。以下同じ。）の採取の用に

供する樹木の増殖以外のもの（以下「特定間伐等」という。）の実施の促進に関する

基本的な方針であり、法第３条第１項の規定による「特定間伐等及び特定母樹の増殖

の実施の促進に関する基本指針」（平成 25 年 6 月 24 日付け農林水産省告示第 2072

号）に則するとともに、森林法第 5条第 1 項の規定に基づき樹立した本県の地域森林

計画（阿武隈川森林計画区、奥久慈森林計画区、会津森林計画区、磐城森林計画区）、

福島県農業・農村振興条例第 19 条に規定する福島県農林水産業振興計画「ふくしま農

林水産業新生プラン」（平成 25 年３月策定）に適合して、次のとおり定めるものとす

る。 

 

１．本県の区域内における特定間伐等の実施の促進の目標 

 

森林は、国土の保全、水源の涵養、二酸化炭素の吸収による地球温暖化の防止等の

多面的な機能を有しており、これらの機能の持続的な発揮を確保する上で、適正な森

林整備を推進することが極めて重要である。 

  国は、これまで、気候変動に関する国際連合枠組条約（以下「気候変動枠組条約」

という。）の京都議定書（以下単に「京都議定書」という。）に基づく約束を履行す

るため、平成 20 年から平成 24 年までの第一約束期間において、我が国における 3.8

％（1,300 万炭素トン）に相当する吸収量の確保に寄与するよう、平成 19 年度から平

成 24 年度までの６年間で、全国で年平均 55 万 ha を目標として、集中的に間伐の実施

を促進してきた。このため、本県においても、平成 20 年度から平成 24 年度までの５

カ年間において、民有林における森林整備面積計 61,000ha（年平均 12,200ha)を目標

として、間伐等の実施の促進に取り組んできたところである。 

京都議定書の第二約束期間（平成 25 年から平成 32 年まで）において、国は、温室

効果ガスの削減目標は設定しないものの、森林の二酸化炭素の吸収作用の保全及び強

化の重要性等を踏まえ、引き続き、間伐等の実施を促進するため、平成 25 年度から平

成 32 年度までの８年間において、全国で年平均 52 万 ha の間伐を実施することを目標

としている。また、主伐後の確実な再造林も含めた造林の実施を促進することとして

いる。 

本県の森林資源の状況は、民有人工林のうち間伐を必要とする４～９齢級の森林が

約６割の約 12 万 ha となっている。また、平成 23 年３月に発生した原発事故の影響に

より森林整備が停滞しており、平成 24 年度の森林整備面積は、震災前に対して約半分
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にまで落ち込み、森林の公益的機能の低下が懸念される状況となっている。 

そのため、本県においても、森林の二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化の重要性

等、森林の多面的な機能の持続的発揮のため、森林整備面積を震災前の水準まで回復

させることを念頭に置きながら、引き続き、間伐等の実施を促進することとし、本県

の地域森林計画及び福島県農林水産業振興計画「ふくしま農林水産業新生プラン」（計

画期間：平成 25 年度から平成 32 年度まで）の計画量に則して、平成 25 年度から平成

32 年度までの８カ年間において、県内民有林で延べ 94,800ha の森林整備（うち間伐

は 58,000ha（年平均 7,250ha)）を実施することを目標とする。また、主伐後の確実な

再造林も含めた造林の実施を促進する。 

 

 

福島県農林水産業振興計画「ふくしま農林水産業新生プラン」 

（平成 25 年 3 月策定） 

   【計画期間】    

    平成 25 年度～平成 32 年度（８か年計画） 

   【施策の達成度を測る指標】 

指標 現況値 目標値 

 
森林整備面積 
(H25～H32累計) 
【参考】 H22年度 12,185ha 

H23年度 
7,387 ha 

 
 

H32年度 
14,000 ha以上 

(述べ94,800ha以上) 
 

     ※施策の展開方向「森林資源の充実・確保」に係る指標より 

 

 

 

２．特定間伐等の実施を促進するための措置を講ずべき区域の基準 

 

  市町村が設定する特定間伐等の実施を促進するための措置を講ずべき特定間伐等促

進区域については、以下の考え方で設定するものとする。 

  ① 地域の森林の現況、森林所有者の森林の所有状況、間伐等の森林施業の実施状

況、林道・作業路網等林業生産の基盤の整備状況等を勘案しつつ、間伐を必要と

する森林であること。 

  ② 造林未済地等であって、造林を促進することが適当な森林であること。 

③ 特定間伐等（作業路網等の施設（法第５条第２項第３号ハの施設をいう。）の

設置を含む）を実施することが適当と認められる区域を幅広く設定すること。 
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３．特定間伐等促進計画の作成に関する事項 

 

    市町村が策定する特定間伐等促進計画については、以下の考え方で策定するものと 

する。 

  ① 事業の実施方法等 

    間伐の実施面積及び材積、造林樹種及び面積、実施時期等の計画事項は、市町

村森林整備計画に照らして適当と認められるものであることを確認したうえで計

画に登載すること。 

    （計画の様式については、別添の様式を参考とすること。） 

  ② 事業実施の確実性 

    事業実施主体の施業能力、資金計画、森林所有者等の意向等からみて、事業が 

   確実に実施されると見込まれるものであること。 

  ③ 目標達成に向けた計画的かつ集中的な事業の実施 

    特定間伐等の実施の促進の目標達成に向けて、適切な施業が行われていないと

認められる森林における間伐等の実施、造林未済地の早期の解消に向けた造林等

についての促進に十分に配慮すること。 

    ④ 関係者の合意形成等 

    地域内の関係者の意見を幅広く計画に反映するとともに、森林組合等の林業事 

   業体による提案制度を活用して計画を作成すること。 

 

４．その他特定間伐等の実施の促進に関する事項 

 

  市町村が策定する特定間伐等促進計画には、原則として、次の事項を配慮事項とし

て定めるものとする。 

①  森林経営計画に基づく森林施業の推進 

面的なまとまりのある森林の持続的な経営を確保し、森林の有する多面的機能

の十全な発揮を図っていくため、森林経営計画（森林法第 11 条第１項に規定する

森林経営計画をいう。以下同じ。）の作成及びこれに基づく間伐等の森林施業の

推進に努めること。 

②  施業の集約化等の取組の推進 

林業事業体から森林所有者に対して施業の方針や内容、実施した場合の収支等

を明示した提案書を提示し、複数の森林所有者等から施業をまとめて受託する提

案型集約化施業の実施の推進に努めるとともに、施業の集約化に必要な森林情報

の収集、境界の確認、森林所有者等の合意形成等の活動の推進に努めること。 
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③  路網の整備の推進 

間伐等の効率的な実施のため、林道及び作業道がそれぞれの役割に応じて適切

に組み合わされた路網の整備の推進に努めること。 

④ 間伐等の効率化・低コスト化の推進 

傾斜等の自然的条件、事業量のまとまり等地域の実情に応じた効果的な間伐の

実施のため、路網の整備状況を踏まえ、高性能林業機械等を活用した低コストで

高効率な作業システムの整備、普及及び定着の推進に努めること。 

⑤  間伐材の利用の推進 

間伐材の利用は、資源の有効利用に寄与するとともに、森林所有者等にとって

は採算性の向上により森林施業の負担軽減を可能とするものであることから、間

伐材の利用率向上を図るとともに、供給及び利用に携わる関係者間の合意形成や

長期的な木材需給に係る協定の締結等による間伐材の安定供給体制の構築を進め

るなど、間伐材の利用の推進に努めること。 

⑥  人材の育成・確保等の推進 

林業就業に意欲を有する若者等を対象とした技能・技術の習得のための研修等

の実施により、新規就業の円滑化及び就業の定着化を図るとともに、間伐や路網

作設等を適切に行える現場技能者等及び林業事業体の育成、当該林業事業体に対

する経営手法・技術の普及指導等に努めること。 


